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【届出の対象とした募集内国投資信
託受益証券に係るファンドの名称】

ダイワ日本株・バリュー発掘ファンド
（ダイワＳＭＡ専用）

【届出の対象とした募集内国投資信
託受益証券の金額】
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日まで）
1兆円を上限とします。
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Ⅰ．【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

　平成24年1月10日付で提出した「ダイワ日本株・バリュー発掘ファンド（ダイワＳＭＡ専用）」有価証

券届出書（以下「原有価証券届出書」）の記載事項を、約款変更等に伴い新たな内容に改めるため、本訂

正届出書を提出致します。

Ⅱ．【訂正の内容】

（※　下線部　　　　は訂正部分を示します。）
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第二部　【ファンド情報】

第１　【ファンドの状況】

１　【ファンドの性格】

(1) 【ファンドの目的及び基本的性格】

＜訂正前＞

＜略＞

属性区分

投資対象資産 株式　一般

決算頻度 年1回

投資対象地域 日本

＜略＞

（注2）属性区分の定義

・「株式　一般」…大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのもの

・「年1回」…目論見書等において、年1回決算する旨の記載があるもの

・「日本」…目論見書等において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があ

るもの

＜略＞

＜ファンドの特色＞

＜略＞

１　＜略＞

＜略＞

・株式の組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産総額の80％程度以上とすることを基本とします。

＜略＞

＜訂正後＞

＜略＞

属性区分

投資対象資産 ＜平成24年9月 9日まで＞
株式　一般
＜平成24年9月10日から＞
その他資産（投資信託証券（株式　一般））

決算頻度 年1回

投資対象地域 日本

投資形態

＜平成24年9月 9日まで＞
該当事項はありません。
＜平成24年9月10日から＞
ファミリーファンド
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＜略＞

（注2）属性区分の定義

・「その他資産」…組入れている資産

・「株式　一般」…大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのもの

・「年1回」…目論見書等において、年1回決算する旨の記載があるもの

・「日本」…目論見書等において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があ

るもの

・「ファミリーファンド」…目論見書等において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズにのみ投

資されるものを除きます。）を投資対象として投資するもの

＜略＞

＜ファンドの特色＞

＜略＞

１　＜略＞

＜略＞

・株式の組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産総額の80％程度以上とすることを基本とします。

＜略＞

(2) 【ファンドの沿革】

＜訂正前＞

平成18年10月11日 信託契約締結、当初設定、運用開始

＜訂正後＞

平成18年10月11日 信託契約締結、当初設定、運用開始

平成24年9月10日 主要投資対象を「ダイワ日本株・バリュー発掘マザーファン
ド」に変更（予定）
（変更前は「わが国の金融商品取引所上場株式（上場予定を含
みます。）」）

(3) 【ファンドの仕組み】

＜訂正前＞
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＜略＞

投資対象 わが国の金融商品取引所上場株式（上場予定を含みます。）　など

＜略＞

＜委託会社の概況（平成24年4月末日現在）＞

＜略＞

＜訂正後＞

＜略＞

投資対象
わが国の金融商品取引所上場株式（上場予定を含みます。）　など
（平成24年9月10日から、ファミリーファンド方式で運用します。）

＜略＞

＜委託会社の概況（平成24年6月末日現在）＞

＜略＞

２　【投資方針】

(1) 【投資方針】

＜訂正前＞

①　主要投資対象

＜略＞

②　投資態度

＜略＞

チ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると

き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこと

があります。

＜訂正後＞

＜平成24年9月9日まで＞

①　主要投資対象

＜略＞

②　投資態度

＜略＞

チ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると

き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこと

があります。

＜平成24年9月10日から＞

①　主要投資対象
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　ダイワ日本株・バリュー発掘マザーファンド（以下「マザーファンド」といいます。）の受益証券を

主要投資対象とします。

②　投資態度

イ．主として、マザーファンドの受益証券を通じて、わが国の金融商品取引所上場株式（上場予定を含

みます。）に投資し、信託財産の成長をめざします。

ロ．マザーファンドの運用にあたっては、以下の方針を基本とします。

(a) 銘柄の選定については、運用担当者の方針に基づき、主に業績動向、株価のバリュエーション

等に着目して行ないます。

(b) 個別銘柄の流動性、株価水準等を考慮し、ポートフォリオを構築します。

(c) 株式の組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産総額の80％程度以上とすることを基本と

します。

(d) 運用の効率化をはかるため、わが国の株価指数先物取引等を利用することがあります。このた

め、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総

額を超えることがあります。

ハ．マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。

ニ．株式以外の資産（他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の信託財産

に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含みます。）へ

の投資は、原則として、信託財産総額の50％以下とします。

ホ．信託財産の純資産総額の5％以内でJ-REIT（不動産投資信託証券）（他の投資信託受益証券を通

じて投資する場合は、当該他の投資信託の信託財産に属するJ-REITのうち、この投資信託の信託財産

に属するとみなした部分を含みます。）に投資することがあります。当該J-REITは、外貨建資産を保

有する場合があります。外貨建資産への実質投資割合は、原則として、信託財産総額の50％以下とし

ます。

ヘ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると

き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこと

があります。

(2) 【投資対象】

＜訂正前＞

①　当ファンドにおいて投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、次に掲げ

るものとします。

1．次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。

以下同じ。）

＜略＞

ロ．デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、後掲(5)

⑦、⑧および⑨に定めるものに限ります。）

＜略＞

③　委託会社は、信託金を、前②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第2

項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指

図することができます。

＜略＞
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6. 外国の者に対する権利で前5.の権利の性質を有するもの

＜訂正後＞

＜平成24年9月9日まで＞

①　当ファンドにおいて投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、次に掲げ

るものとします。

1．次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。

以下同じ。）

＜略＞

ロ．デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、後掲(5)

＜平成24年9月9日まで＞⑦、⑧および⑨に定めるものに限ります。）

＜略＞

③　委託会社は、信託金を、前②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第2

項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指

図することができます。

＜略＞

6. 外国の者に対する権利で前5.の権利の性質を有するもの

＜平成24年9月10日から＞

①　当ファンドにおいて投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、次に掲げ

るものとします。

1．次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。

以下同じ。）

イ．有価証券

ロ．デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、後掲(5)

＜平成24年9月10日から＞⑧、⑨および⑩に定めるものに限ります。）

ハ．約束手形

ニ．金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第5号に掲げるもの

2．次に掲げる特定資産以外の資産

イ．為替手形

②　委託会社は、信託金を、大和証券投資信託委託株式会社を委託者とし三井住友信託銀行株式会社を受

託者として締結されたダイワ日本株・バリュー発掘マザーファンド（以下「マザーファンド」といい

ます。）の受益証券、ならびに次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみな

される同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図することができます。また、保有す

る有価証券（投資信託及び投資法人に関する法律施行規則に規定するものに限ります。）をもってマ

ザーファンドの受益証券に投資することを指図することができます。

1.株券または新株引受権証書

2.国債証券

3.地方債証券

4.特別の法律により法人の発行する債券

EDINET提出書類

大和証券投資信託委託株式会社(E06748)

訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

 7/27



5.社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受

権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）

6.特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。）

7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定め

るものをいいます。）

8.協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいい

ます。）

9.特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第

2条第1項第8号で定めるものをいいます。）

10.コマーシャル・ペーパー

11.新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および

新株予約権証券

12.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前1.から前11.の証券または証書の性質を有

するもの

13.投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをい

います。）

14.投資証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものを

いいます。）

15.外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）

16.預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）

17.外国法人が発行する譲渡性預金証書

18.指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益

証券に限ります。）

19.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受

益証券に表示されるべきもの

20.外国の者に対する権利で前19.の有価証券の性質を有するもの

なお、前1.の証券または証書、前12.ならびに前16.の証券または証書のうち前1.の証券または証

書の性質を有するものを以下「株式」といい、前2.から前6.までの証券および前12.ならびに前

16.の証券または証書のうち前2.から前6.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」とい

い、前13.の証券および前14.の証券（投資法人債券を除きます。）を以下「投資信託証券」といい

ます。

③　委託会社は、信託金を、前②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第2

項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指

図することができます。

1. 預金

2. 指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）

3. コール・ローン

4. 手形割引市場において売買される手形

5. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの

6. 外国の者に対する権利で前5.の権利の性質を有するもの
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(3) 【運用体制】

＜訂正前＞

　①　運用体制

＜略＞

※　上記の運用体制は平成24年4月末日現在のものであり、変更となる場合があります。

＜訂正後＞

①　運用体制

＜略＞

※　上記の運用体制は平成24年6月末日現在のものであり、変更となる場合があります。

(5) 【投資制限】

＜訂正前＞

①　株式（信託約款）

＜略＞

⑬　資金の借入れ（信託約款）

＜略＞

ハ．借入金の利息は信託財産中から支弁します。

＜訂正後＞

＜平成24年9月9日まで＞

①　株式（信託約款）

＜略＞

⑬　資金の借入れ（信託約款）

＜略＞

ハ．借入金の利息は信託財産中から支弁します。

＜平成24年9月10日から＞

①　マザーファンドの受益証券（信託約款）

　マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。

②　株式（信託約款）

　株式への実質投資割合には、制限を設けません。

③　新株引受権証券等（信託約款）

イ．委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファン

ドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属すると

みなした額との合計額が、取得時において信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投
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資の指図をしません。

ロ．前イ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証

券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新株予約

権証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。

④　投資信託証券（信託約款）

イ．委託会社は、信託財産に属する投資信託証券（マザーファンドの受益証券を除きます。）の時価総

額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなし

た額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。

ロ．前イ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証

券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券の時価総額の割合

を乗じて得た額をいいます。

⑤　投資する株式等の範囲（信託約款）

イ．委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引

所（金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号

ロに規定する外国金融商品市場のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号も

しくは同項第5号の取引を行なう市場および当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。）に上

場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引されてい

る株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株

式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。

ロ．前イ．の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証

券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社が投資

することを指図することができるものとします。

⑥　同一銘柄の新株引受権証券等（信託約款）

イ．委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマ

ザーファンドの信託財産に属する当該新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託

財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投

資の指図をしません。

ロ．前イ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証

券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該新株引受権証券および新株

予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。

⑦　信用取引（信託約款）

イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図を

することができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行なう

ことの指図をすることができるものとします。

ロ．前イ．の信用取引の指図は、次の1.から6.までに掲げる有価証券の発行会社の発行する株券につ

いて行なうことができるものとし、かつ次の1.から6.までに掲げる株券数の合計数を超えないもの

とします。

1．信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券

2．株式分割により取得する株券

3．有償増資により取得する株券

4．売出しにより取得する株券
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5．信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（新株予約権付社債のうち会社法第236

条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権

がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商

法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予

約権付社債」といいます。）の新株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券

6．信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信託財

産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（前5.に定めるものを除きま

す。）の行使により取得可能な株券

⑧　先物取引等（信託約款）

イ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第

3号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロ

に掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハ

に掲げるものをいいます。）ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうこ

との指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします（以下

同じ。）。

ロ．委託会社は、わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国

の取引所における金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができま

す。

⑨　スワップ取引（信託約款）

イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利または異なっ

た受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）

を行なうことの指図をすることができます。

ロ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものと

します。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありま

せん。

ハ．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ

ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなし

た額との合計額（以下本ハ．において「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。）が、信託

財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産

総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった

場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するも

のとします。

ニ．前ハ．においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財

産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額

にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の

時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。

ホ．スワップ取引の評価は、市場実勢金利をもとに算出した価額で行なうものとします。

ヘ．委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担

保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。

⑩　金利先渡取引（信託約款）

イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行なうことの指

図をすることができます。

ロ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものとし
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ます。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありませ

ん。

ハ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマ

ザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなし

た額との合計額（以下本ハ．において「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、信託

財産にかかる保有金利商品（信託財産が1年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等な

らびに前(2)③の 1.から4.に掲げる金融商品で運用されているものをいいます。以下同じ。）の時価

総額とマザーファンドの信託財産にかかる保有金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみな

した額との合計額（以下本ハ．において「保有金利商品の時価総額の合計額」といいます。）を超

えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記保有金利商品の時価総額の合

計額が減少して、金利先渡取引の想定元本の合計額が保有金利商品の時価総額の合計額を超えるこ

ととなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を

指図するものとします。

ニ．前ハ．においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財

産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額

にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の

時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかる保有金利商品

の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる保有金

利商品の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファ

ンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。

ホ．金利先渡取引の評価は、市場実勢金利をもとに算出した価額で行なうものとします。

ヘ．委託会社は、金利先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担

保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。

⑪　同一銘柄の転換社債等（信託約款）

イ．委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債の時価総

額とマザーファンドの信託財産に属する当該転換社債および転換社債型新株予約権付社債の時価総

額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超える

こととなる投資の指図をしません。

ロ．前イ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証

券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該転換社債および転換社債型

新株予約権付社債の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。

⑫　有価証券の貸付け（信託約款）

イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範

囲内で貸付けることの指図をすることができます。

1．株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合

計額の50％を超えないものとします。

2．公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公

社債の額面金額の合計額を超えないものとします。

ロ．前イ．の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する

契約の一部の解約を指図するものとします。

ハ．委託会社は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうもの

とします。

⑬　外貨建資産（信託約款）
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　外貨建資産への直接投資は、行ないません。

⑭　資金の借入れ（信託約款）

イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資

金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目的

として、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当

該借入金をもって有価証券等の運用は行なわないものとします。

ロ．一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託

財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、もしく

は償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券

等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は、借入指図を行

なう日における信託財産の純資産総額の10％を超えないこととします。

ハ．借入金の利息は信託財産中から支弁します。

＜平成24年9月10日から＞

＜参　考＞ マザーファンド（ダイワ日本株・バリュー発掘マザーファンド）の概要

(1) 投資方針

①　主要投資対象

　わが国の金融商品取引所上場株式（上場予定を含みます。以下同じ。）を主要投資対象とします。

②　投資態度

イ．主としてわが国の金融商品取引所上場株式に投資し、信託財産の成長をめざします。

ロ．銘柄の選定については、運用担当者の方針に基づき、主に業績動向、株価のバリュエーション等に

着目して行ないます。

ハ．個別銘柄の流動性、株価水準等を考慮し、ポートフォリオを構築します。

ニ．株式の組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産総額の80％程度以上とすることを基本としま

す。

ホ．運用の効率化をはかるため、わが国の株価指数先物取引等を利用することがあります。このため、

株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超

えることがあります。

ヘ．株式以外の資産への投資は、原則として、信託財産総額の50％以下とします。

ト．信託財産の純資産総額の5％以内でJ-REIT（不動産投資信託証券）に投資することがあります。当

該J-REITは、外貨建資産を保有する場合があります。外貨建資産への実質投資割合は、原則として、信

託財産総額の50％以下とします。

チ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると

き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこと

があります。

(2) 投資対象

①　当ファンドにおいて投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、次に掲げ

るものとします。

1．次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。

以下同じ。）
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イ．有価証券

ロ．デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、後掲(3)

⑦、⑧および⑨に定めるものに限ります。）

ハ．約束手形

ニ．金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第5号に掲げるもの

2．次に掲げる特定資産以外の資産

イ．為替手形

②　委託会社は、信託金を、主として次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券と

みなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図することができます。

1．株券または新株引受権証書

2．国債証券

3．地方債証券

4．特別の法律により法人の発行する債券

5．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受

権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）

6．特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。）

7．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定める

ものをいいます。）

8．協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま

す。）

9．特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第2

条第1項第8号で定めるものをいいます。）

10．コマーシャル・ペーパー

11．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および新

株予約権証券

12．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前1.から前11.までの証券または証書の性質を

有するもの

13．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいい

ます。）

14．投資証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものを

いいます。）

15．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）

16．預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）

17．外国法人が発行する譲渡性預金証書

18.指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証

券に限ります。）

19．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益

証券に表示されるべきもの

20．外国の者に対する権利で前19．の有価証券の性質を有するもの
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③　委託会社は、信託金を、前②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第2

項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指

図することができます。

1. 預金

2. 指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）

3. コール・ローン

4. 手形割引市場において売買される手形

5. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの

6. 外国の者に対する権利で前5.の権利の性質を有するもの

(3) 主な投資制限

①　株式への投資割合には、制限を設けません。

②　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20％

以下とします。

③　投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。

④　同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以下

とします。

⑤　同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の

10％以下とします。

⑥　外貨建資産への直接投資は、行ないません。

⑦　先物取引等

イ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第

3号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロ

に掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハ

に掲げるものをいいます。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を

行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとしま

す（以下同じ。）。

ロ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引なら

びに外国の金融商品取引所における金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図を

することができます。

⑧　スワップ取引

イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利または異なっ

た受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）

を行なうことの指図をすることができます。

ロ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものと

します。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありま

せん。

ハ．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額が、信託

財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産

総額が減少して、スワップ取引の想定元本の総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場

合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するもの
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とします。

ニ．スワップ取引の評価は、市場実勢金利をもとに算出した価額で行なうものとします。

ホ．委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担

保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。

⑨　金利先渡取引

イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行なうことの指

図をすることができます。

ロ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものとし

ます。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありませ

ん。

ハ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額が、保有

金利商品の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記保有

金利商品の時価総額が減少して、金利先渡取引の想定元本の総額が保有金利商品の時価総額を超え

ることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解

約を指図するものとします。

ニ．金利先渡取引の評価は、市場実勢金利をもとに算出した価額で行なうものとします。

ホ．委託会社は、金利先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担

保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。

４　【手数料等及び税金】

(4) 【その他の手数料等】

＜訂正前＞

＜略＞

手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。

＜訂正後＞

＜略＞

手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。

＜平成24年9月10日から＞

＜マザーファンドより支弁する手数料等＞

　信託財産に関する租税、有価証券売買時の売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する費

用、資産を外国で保管する場合の費用等を支弁します。

(5) 【課税上の取扱い】

＜訂正前＞

＜略＞

（※）上記は、平成24年4月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更にな
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ることがあります。

＜略＞

＜訂正後＞

＜略＞

（※）上記は、平成24年6月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更にな

ることがあります。

＜略＞

３　【資産管理等の概要】

(1) 【資産の評価】

＜訂正前＞

＜略＞

　純資産総額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）を法令および社団法

人投資信託協会規則にしたがって時価（注）により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控

除した金額をいいます。

（注）主要な投資対象資産の評価方法の概要

・わが国の金融商品取引所上場株式：原則として当該取引所における計算日の最終相場で評価しま

す。

＜略＞

＜訂正後＞

＜略＞

　純資産総額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）を法令および社団法

人投資信託協会規則にしたがって時価（注1、注2）により評価して得た信託財産の資産総額から負債総

額を控除した金額をいいます。

＜平成24年9月9日まで＞

（注1）主要な投資対象資産の評価方法の概要

・わが国の金融商品取引所上場株式：原則として当該取引所における計算日の最終相場で評価しま

す。

＜平成24年9月10日から＞

（注1）当ファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要

・マザーファンドの受益証券：計算日における基準価額で評価します。

（注2）マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要

・わが国の金融商品取引所上場株式：原則として当該取引所における計算日の最終相場で評価しま

す。
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＜略＞
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５　【運用状況】

※ 原有価証券届出書の「第二部　ファンド情報　第１ ファンドの状況　５ 運用状況」を次の内容に訂正・
更新します。

＜訂正後＞
 

　

(1) 【投資状況】 (平成24年6月29日現在)

投資状況 　

投資資産の種類 時価(円) 投資比率(％)

株式 　 5,574,292,690 96.30

　 内　日本 5,574,292,690 96.30

コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 214,319,635 3.70

純資産総額 　 5,788,612,325 100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

　

(2) 【投資資産】 (平成24年6月29日現在)

① 【投資有価証券の主要銘柄】

イ．主要銘柄の明細 　

　 銘柄名 地域 種類 業種

株数、
口数　　
　　　　　　
　　また
は　　　　
　　　　　　
　　　　額
面金額

簿価単価
簿価
(円)

評価単価
時価
(円)

投資
比率
(%)

1 みずほフィナンシャルＧ 日本 株式 銀行業 1,040,000 
115.06

119,672,432
134.00

139,360,000
2.41 

2 加藤製作所 日本 株式 機械 283,000 
321.20

90,901,752
405.00

114,615,000
1.98 

3 三井住友フィナンシャルG 日本 株式 銀行業 39,000 
2,342.76

91,367,896
2,612.00

101,868,000
1.76 

4 コスモスイニシア 日本 株式 不動産業 146,200 
593.88

86,826,752
610.00

89,182,000
1.54 

5 武田薬品 日本 株式 医薬品 24,100 
3,469.06

83,604,396
3,615.00

87,121,500
1.51 

6 ソフトバンク 日本 株式 情報・通信業 29,500 
2,560.49

75,534,770
2,953.00

87,113,500
1.50 

7 日本デジタル研究所 日本 株式 電気機器 100,000 
853.86

85,386,287
847.00

84,700,000
1.46 

8 UKCホールディングス 日本 株式 卸売業 74,200 
854.02

63,368,310
1,047.00

77,687,400
1.34 

9 愛知電機 日本 株式 電気機器 202,000 
288.39

58,254,893
364.00

73,528,000
1.27 

10 前田工繊 日本 株式 その他製品 35,100 
1,438.63

50,496,066
1,998.00

70,129,800
1.21 
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11 自動車部品 日本 株式 輸送用機器 165,000 
453.07

74,757,824
406.00

66,990,000
1.16 

12 三菱UFJフィナンシャルG 日本 株式 銀行業 167,000 
417.20

69,673,819
378.00

63,126,000
1.09 

13 シンニッタン 日本 株式 鉄鋼 153,500 
330.78

50,775,441
386.00

59,251,000
1.02 

14 ニホンフラッシュ 日本 株式 その他製品 50,500 
809.15

40,862,108
1,123.00

56,711,500
0.98 

15 ＴＰＲ 日本 株式 機械 40,100 
1,190.97

47,757,968
1,319.00

52,891,900
0.91 

16 パナソニック 日本 株式 電気機器 80,000 
534.93

42,794,910
643.00

51,440,000
0.89 

17 日本ピラ－工業 日本 株式 機械 73,000 
585.88

42,769,263
687.00

50,151,000
0.87 

18 東洋ゴム 日本 株式 ゴム製品 185,000 
242.01

44,772,651
268.00

49,580,000
0.86 

19 藤森工業 日本 株式 化学 32,200 
1,289.66

41,527,216
1,492.00

48,042,400
0.83 

20 住友商事 日本 株式 卸売業 43,000 
1,048.91

45,103,337
1,108.00

47,644,000
0.82 

21 大豊工業 日本 株式 機械 47,200 
866.12

40,880,943
1,000.00

47,200,000
0.82 

22 太平洋工業 日本 株式 輸送用機器 97,000 
422.80

41,012,074
486.00

47,142,000
0.81 

23 伊 藤 忠 日本 株式 卸売業 54,000 
808.59

43,663,961
832.00

44,928,000
0.78 

24 遠藤照明 日本 株式 電気機器 20,600 
2,016.99

41,550,198
2,176.00

44,825,600
0.77 

25 シップヘルスケアHD 日本 株式 卸売業 23,100 
1,923.11

44,423,878
1,915.00

44,236,500
0.76 

26 NKSJホールディングス 日本 株式 保険業 25,500 
1,515.72

38,650,958
1,684.00

42,942,000
0.74 

27 ワ キ タ 日本 株式 卸売業 73,000 
577.05

42,125,182
581.00

42,413,000
0.73 

28 東北新社 日本 株式 情報・通信業 67,200 
645.92

43,406,280
630.00

42,336,000
0.73 

29 日立機材 日本 株式 金属製品 68,900 
493.86

34,027,147
607.00

41,822,300
0.72 

30 村上開明堂 日本 株式 輸送用機器 40,000 
1,020.79

40,831,601
1,040.00

41,600,000
0.72 

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

　

ロ．投資有価証券の種類別投資比率 　

投資有価証券の種類 投資比率

株式 96.30%

合計 96.30%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

　

ハ．投資株式の業種別投資比率 　
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業種 投資比率

建設業 1.94%

食料品 1.24%

繊維製品 1.19%

パルプ・紙 0.23%

化学 2.04%

医薬品 2.13%

石油・石炭製品 1.00%

ゴム製品 1.94%

ガラス・土石製品 1.89%

鉄鋼 2.62%

非鉄金属 1.92%

金属製品 3.96%

機械 10.27%

電気機器 12.01%

輸送用機器 7.34%

精密機器 0.85%

その他製品 3.36%

電気・ガス業 0.67%

陸運業 1.05%

海運業 1.03%

倉庫・運輸関連業 0.64%

情報・通信業 5.90%

卸売業 8.59%

小売業 4.97%

銀行業 5.95%

証券、商品先物取引業 0.25%

保険業 1.03%

その他金融業 1.23%

不動産業 4.03%

サービス業 5.04%

合計 96.30%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

　

② 【投資不動産物件】

　　 該当事項はありません。

　

③ 【その他投資資産の主要なもの】

　　 該当事項はありません。

　

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

　
純資産総額
（分配落）

(円)

純資産総額
（分配付）

(円)

１口当たりの
純資産額

(分配落)(円)

１口当たりの
純資産額

(分配付)(円)

第1計算期間末
(平成19年10月10日)

7,433,092,106 7,433,092,106 1.2022 1.2022
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第2計算期間末
(平成20年10月10日)

2,906,667,884 2,906,667,884 0.5797 0.5797

第3計算期間末
(平成21年10月13日)

4,440,315,913 4,440,315,913 0.7595 0.7595

第4計算期間末
(平成22年10月12日)

3,512,283,137 3,512,283,137 0.7191 0.7191

平成23年6月末日 3,222,374,375 － 0.8484 －

7月末日 3,085,769,553 － 0.8508 －

8月末日 4,640,712,024 － 0.8093 －

9月末日 4,600,888,545 － 0.7907 －

第5計算期間末
(平成23年10月11日)

4,583,485,512 4,583,485,512 0.7782 0.7782

10月末日 4,617,371,771 － 0.7864 －

11月末日 4,647,530,751 － 0.7494 －

12月末日 4,755,468,427 － 0.7684 －

平成24年1月末日 4,534,422,588 － 0.8086 －

2月末日 4,804,332,714 － 0.8941 －

3月末日 4,312,202,848 － 0.9658 －

4月末日 4,999,026,788 － 0.9541 －

5月末日 4,922,238,502 － 0.8453 －

6月末日 5,788,612,325 － 0.8891 －

　

② 【分配の推移】

　 １口当たり分配金(円)

第1計算期間 0.0000

第2計算期間 0.0000

第3計算期間 0.0000

第4計算期間 0.0000

第5計算期間 0.0000

　

③ 【収益率の推移】

　 収益率(％)

第1計算期間 20.2

第2計算期間 △51.8

第3計算期間 31.0

第4計算期間 △5.3

第5計算期間 8.2

　

(4) 【設定及び解約の実績】

　 設定数量（口） 解約数量（口）

第1計算期間 6,178,797,366 230,710,319

第2計算期間 1,103,333,470 2,272,266,729

第3計算期間 3,642,669,408 2,810,638,395

EDINET提出書類

大和証券投資信託委託株式会社(E06748)

訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

22/27



第4計算期間 1,956,927,078 2,918,742,866

第5計算期間 3,737,559,259 2,732,024,347

(注)当初設定数量は235,048,607口です。

次へ
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（参考情報）
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第３　【ファンドの経理状況】

２　【ファンドの現況】

※ 原有価証券届出書の「第二部　ファンド情報　第３ ファンドの経理状況　２ ファンドの現況」を次の内
容に訂正・更新します。

＜訂正後＞
 

【純資産額計算書】

　 平成24年6月29日

　Ⅰ　資産総額 6,034,876,635円

　Ⅱ　負債総額 246,264,310円

　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 5,788,612,325円

　Ⅳ　発行済数量 6,510,529,735口

　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 0.8891円
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第三部　【委託会社等の情報】

第１　【委託会社等の概況】

 &nbsp原有価証券届出書の「第三部  委託会社等の情報  第１  委託会社等の概況  １　委託会社等の概

況

および２ 事業の内容及び営業の概況」を次の内容に訂正・更新します。

＜訂正後＞

１　【委託会社等の概況】

ａ. 資本金の額

　平成24年6月末日現在

　資本金の額　　　　151億7,427万2,500円

　発行可能株式総数　799万9,980株

　発行済株式総数　　260万8,525株

　過去5年間における資本金の額の増減：該当事項はありません。

ｂ. 委託会社の機構

①　会社の意思決定機構

　業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任さ

れ、その任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のと

きまでです。

　取締役会は、3名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にしたがい

業務を執行します。

　また、取締役、役付執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議し、決

定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることができます。

②　投資運用の意思決定機構

　投資運用の意思決定機構の概要は、以下のとおりとなっています。

　

イ．ファンド個別会議

　ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画書を経営会議の分科会であるファンド個別会議にお

いて審議・決定します。

ロ．投資環境検討会

　運用最高責任者であるＣＩＯ（Chief Investment Officer）が議長となり、原則として月1回投資

環境検討会を開催し、投資環境について検討します。

ハ．運用会議

　ＣＩＯが議長となり、原則として月1回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定します。

ニ．運用部長・ファンドマネージャー
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　ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定された基

本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンドマネージャーから提示

を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確認し、承認し

ます。

ホ．ファンド評価会議、運用審査会議およびコンプライアンス・監査会議

　ファンド評価会議は、運用実績・運用リスクの状況について、分析・検討を行ない、運用部にフィー

ドバックします。また、運用審査会議は、経営会議の分科会として、ファンドの運用実績を把握し評価

するとともに、取締役会から権限を委任され、ファンドの運用リスク管理の状況についての報告を受

けて、必要事項を審議・決定します。

　さらに、運用が適切に行なわれたかについて、経営会議の分科会であるコンプライアンス・監査会

議において法令等の遵守状況に関する報告を行ない、必要事項を審議・決定します。

２　【事業の内容及び営業の概況】

　委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の

設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行

なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。

　平成24年6月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託（親投資信託を除きます。）は次のとおり

です。

基本的性格 本数（本） 純資産額の合計額（百万円）

単位型株式投資信託 4 11,343

追加型株式投資信託 408 6,873,121

　株式投資信託　　合計 412 6,884,463

単位型公社債投資信託 - -

追加型公社債投資信託 17 2,358,384

　公社債投資信託　合計 17 2,358,384

総合計 429 9,242,847
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